
訪問看護とは、看護師がお宅に訪問して、それぞれの病気や障害に応じて看護を行い、健康状態の悪化防止や回復
に向けてお手伝いをします。主治医の指示を受けて、病院と同じような医療処置を行い、自宅で最期を迎えたいと
いう希望に沿った看護も行います。
当ステーションは、「信頼」「安心」「広がり」の3つをステーションの理念に掲げ活動しています。現在看護師
12人と作業療法士1人が在籍しており、24時間体制で約110人に訪問看護を提供しています。
病院とは違い、みなさんの生活の中で看護させていただいているので、自宅で安心して過ごせ、その人らしい生活
ができることを目指し、援助しています。
訪問看護を利用いただいている人は、市民病院に通院されている人だけでなく、近隣の総合病院やクリニックに通
っている人もみえます。
また、居宅介護支援事業所とは、介護保険の相談窓口であるケアマネジャーの事業所です。介護認定を受けている
市内在住の人を担当しています。訪問看護ステーション
に併設している強みを生かし、医療依存度の高い人や終
末期の人にも積極的に対応しています。
「療養や介護に不安がある」「入院せずに自宅で暮らした
い」など、病気や介護で困ったことがありましたら、気
軽に相談してください。
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　市民病院管理課総務係　 48-5050

自宅での療養生活を支えます
－市訪問看護ステーション・市居宅介護支援事業所－

消防団員募集中 　　防災課地域防災係
95-9875

消防予備隊とは、機能別消防団に位置付けられており、消防団3年間
の任期を終えた団員で構成されています。
今年度は84人で構成されており、自主防災会による訓練の指導や、
大災害時など通常の消防団員だけでは十分な対応が取れない場合の活
動など、豊富な経験を活かして活躍しています。
▼消防予備隊の任務
消防予備隊の各分隊には、小型ポンプ
軽積載車が配備されています。有事の
際には迅速に対応できるよう、常日頃
から点検整備を行っています。
任務は、市消防団規則で以下のように
規定されています。
1.�大規模災害発生時における生命、身�
体及び財産の救護活動
2.自主防災組織の指導
3.火災予防活動
4.その他団長（隊長）が認めること

消防予備隊を
紹介します

市消防予備隊
隊長

石川鋼逸さん

市消防予備隊
副隊長

杉浦邦彦さん

2023.119


